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日和山公園周辺地区のまちづくりに関する地元説明会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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444







青色（５ｍ未満）から赤色（45ｍ
以上）までの距離が短く、特に、
急傾斜地となっているエリア
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清末

王司

伊倉

安岡

旧下関市

対象地




日和山公園周辺地区の

人口・世帯数の実績と見通し
市内の他地区との比較

（増減率(2050年/2020年比)）
人口

世帯数

2020年(実績) 2050年(予測)

1,297人 490人

339世帯662世帯

62％減

49%減

人口増減率

世帯増減率

清末

王司

伊倉

安岡

旧下関市

対象地

対象地区
旧下関市

安岡
伊倉
王司
清末

対象地区
旧下関市

安岡
伊倉
王司
清末

-49%

-19%

6%

10%

52%

3%

※
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まちの特性（道路・建物・擁壁）
•

•

、
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 日和山公園周辺地区まちづくり構想【令和元年度】
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日和山公園周辺地区ゾーニング（案）
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市道丸山線より
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日和山公園周辺地区　Bエリア【建築基準法に基づく接道条件】　令和7年9月時点

　(仮称)丸山町改良線

　建替え可能

　条件付き建替え可能

　建替え不可能
（道路幅4ｍ未満）

非道路
※色なしは未調査
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日和山公園周辺地区　【Ｂエリア　整備検討図（案）】

ローソン
下関丸山町店

日和山公園

市道
丸山町１号線

市道　
丸山線

３号線

２号線

１号線

日和庵

面的整備

　(仮称)丸山町改良線

　日和山公園再整備

　面的整備
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Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｅ

Ｃ Ｇ

Ｆ Ｈ

Ｉ

案１ 道路整備事業 案２ 土地区画整理事業

新設道路

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｅ

Ｃ Ｇ

Ｆ Ｈ

Ｉ

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｅ

Ｃ Ｇ

Ｆ 公園

ＨＩ

新設道路
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整備後

整備前

4ｍ未満の道路

A宅

B宅
(空家)

C宅
（空家）

D宅

建築のための接道条件
を満たさない道路

H宅
(空家)

建替えが困難
となる2.0ｍ
以上の高低差
のある石積等

F宅
(空家)

空地 空地

G宅 E宅

A宅

※B宅の敷地
購入

※敷地を整理
して建替

G宅　

E宅

D宅
　

※C宅・空地の
敷地購入

※造成して敷地
を整理

空
地

空地

4
ｍ
市
道

拡幅して市へ寄附
（寄附条件の整理）

4
ｍ
市
道

道路拡幅
ライン

空家・空地
などの土地
を売却して
資産運用
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※F・H宅
・空地の
　敷地購入
※E～H宅
一緒に造成

（仮称）丸山町改良２号及び３号線
　6ｍ道路



建て替え
しても小さ
い家しか建
たないよ

道路整備事業によって

道路整備による場合、過小宅地が複数発生します。
これらを解消するには、周辺の空家や使われていない土地との売却や整理を
進めることで、土地活用が計られ、より良いまちづくりに繋がります。

長
　
所

短
　
所

道路整備前 道路整備後

Bさんの土
地が使えな
いかしら？

Aさん
夫妻

Bさん
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6ｍ
市道

整備後

整備前

4ｍ未満の道路

A宅

B宅
(過小宅地)

C宅
(空家)

D宅

建築のための接道条件
を満たさない道路

H宅
(空家)

建替えが困難
となる2.0ｍ
以上の高低差
のある石積等

F宅
(空家)

G宅
(過小宅地)

E宅
(過小宅地)

現在の基準に
沿った擁壁・
法面の設置

全ての宅地が
市道と接続す
るが宅地面積
は大きく減少

（仮称）丸山町改良２号及び３号線　6ｍ道路

A宅D宅

建築のための接道条件
を満たしている道路

6ｍ
市道

法面（緑地）
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過小宅地
（１００㎡）

とならない
様々な手法

を検討
　

(土地の売買
など)

B宅E宅G宅

劣化した石積
や法面



土地区画整理事業によって

最大40ｍの高低差があり、現状のままでは安全面や土地利用に課題を抱えています。
区画整理によって道路や宅地を整形する場合でも、この大きな高低差が障害となり、
土地を有効活用するためには新たに擁壁を設置して高低差を解消する必要があります。

長
　
所

短
　
所
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Ｌ型擁壁⇒石積み擁壁⇒
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石積み擁壁⇒ Ｌ型擁壁⇒
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• 必要な土地のみ買収

• 整備後土地活用は個別自由
手法

• 必要な土地の地権者、
住民等の協力必要

関係者意向

• 整備のため建物の解体
を要する場合引越必要居住

• 短期事業期間

• 必要な土地のみ減

• 減少面積は計画による
宅地面積

• みんなで土地を出し合
い公共用地を生み出す手法

• 等しく全員の協力必要関係者意向

• ほぼ全ての宅地は工事
期間中引越必要居住

• ⾧期（完成まで約20年）事業期間

• 全ての宅地面積減宅地面積
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意向調査について
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

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令和6年12月調査時点

の登記の内容

　　

 

【サンプル】 

  所有されて
いる土地の

登記の内容　　
 

 ② この申出書に回答される方の住所、　

氏名、電話番号をご記入ください。 
②  

④  ⑤  

 ④ お住まいの住所が登記簿住所と異
なる場合はご記入ください。

 

⑥ 日和山公園周辺地区事業に対するお
考えを、地番ごとにご回答ください。
該当する欄にチェックをお願いします。

 

⑥  

① ① ご記入日 

③   ③ 回答される方と登記名義人とのご
関係を○で囲んでください。
必要な場合は続柄をご記入ください。
　例）子（長男）　等

 ⑤ 登記名義人に変更があった場合は

ご記入ください。

 


